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      サービス連合2017春季生活闘争方針（案）を提案       

サービス連合は、12月８日（木）第10回中央執行委員会を開催し、2017春季生活闘争方針（案）について確認しました。 

日本経済は雇用・所得環境の改善が続くなか、各種政策の効果もあり、緩やかな回復に向かうとの見方があります。しかしな

がら、個人消費が低迷していることなどによりデフレ状況に再度落ち込みかねない状況にあり、日本経済の好循環実現はまだ達

成されていません。 

サービス連合はこれまで、一人ひとりが働きがいと生きがいを持ち、安心して働き続けることができる環境整備にむけた待遇

改善に取り組む闘争と位置付け、産業を支える人材を確保し魅力ある産業の実現にむけ歩みを続けてきました。 

2017春季生活闘争も、これまでの歩みをとどめることなく、人財へのさらなる投資が欠かせないことを認識したうえで、労働

条件を段階的に引き上げていく取り組みを着実に進めていくこととします。 

加盟組合においては、2017年１月18日に開催する第16回中央委員会にむけ、十分な議論が行われるよう要請いたします。 

                  サービス連合「2017春季生活闘争方針」（案）                   
 

Ⅰ．2017春季生活闘争の基本認識 

 私たちの産業は、アジアを中心とした旺盛な観光需

要を取り込みながら、次期開催となる2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックにむけた宿泊施設の増設や

政府が進める地方創生政策による観光振興の体制構築

など各種施策の実施もあり、「観光先進国」にむけた取

り組みが強化されています。 

 日本経済の先行きについては、雇用・所得環境の改

善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな

回復に向かうことが期待されているものの、海外経済

で弱さがみられており、中国を始めとするアジア新興

国や資源国などの景気が下振れし、日本の景気が下押

しされるリスクがあるとされています。また、英国の

ＥＵ離脱問題など、海外経済の不確実性の高まりや金

融資本市場の変動の影響に留意する必要がある状況で

す。政府による経済政策が行われているものの、その

効果は生活者にとって未だ実感が乏しく、日本のＧＤ

Ｐの約６割を占める個人消費が回復しなければ、デフ

レ状況に再度落ち込みかねず、日本経済の好循環実現

は達成されません。内需拡大による日本経済の再生を

果たすため、所得を増やすことが引き続き求められて

います。また、連合の考え方にある賃金改善の原資確

保や労働条件の底上げには、サプライチェーン全体で

生み出した付加価値の適正分配が必要であり、公正取

引の実現を重視し、その効果が広く社会に浸透する取

り組みを行わなければなりません。 

 私たちサービス連合は、３つの運動の柱の一つであ

るサービス・ツーリズム産業で働くすべての労働者一

人ひとりが働きがいと生きがいを持ち安心して働き続

けることができる環境整備にむけた待遇改善に取り組

み、魅力ある産業の実現にむけ、これまで歩みを続け

ています。日本の基幹産業としての期待が高まるとと

もに、人が中心となって価値を創造しているサービ

ス・ツーリズム産業においては、引き続き労働条件を

引き上げ、人財への投資により産業基盤を強固にする

取り組みが必要であると考えます。これまでも21世紀

のリーディング産業を支える人財の重要性の考え方を

基本に、年収水準の改善とりわけ月例賃金の引き上げ

を優先した闘争を2014春季生活闘争から継続して展開

したことにより実質的な賃金改善を実現するなど結果

として表れてきています。今後もその歩みをとどめる

ことなく、加盟組合が一丸となり労働条件の引き上げ

を着実に行っていくことが必要です。加えて、人口減

少社会の日本において労働集約型産業である私たちの

産業がさらなる発展を続けるためには、人財への投資

の重要性が高まっているとの認識をもち、各加盟組合

が、より主体的に取り組みを強化することが重要です。 

 2017春季生活闘争もこれまでの歩みをとどめること

なく、すべての加盟組合で中期的な賃金目標「35歳年

収 550万円」の実現にむけ、年収改善とりわけ月例賃

金の引き上げにこだわった要求基準策定に取り組むこ

ととします。各加盟組合においては、賃金実態調査を

基に策定した「指標」などを活用し、賃金水準の底上

げと段階的な引き上げにむけた取り組みを着実に推進

することとします。あわせて、契約社員やパートタイ

マー等の待遇改善に取り組むこととします。また、最

低保障賃金については、魅力ある産業を実現するため、

そして、産業全体の労働条件の底支えに寄与すること

から、この産業で働くすべての従業員に適用させるた

めにも協定化が必要です。更には、労働環境整備のた

め総実労働時間短縮などにも取り組むこととします。

具体的な要求基準は、①正規労働者の実質的な賃金の

改善をはじめとした年収改善への取り組み、②賃金改

善や均等均衡待遇の実現、無期労働契約への転換を軸

とした契約社員やパートタイマー等の待遇改善、③産

業全体の賃金の底上げを目指した最低保障賃金の協定

化、④年間総実労働時間短縮、⑤両立支援・男女平等

社会の実現、⑥60歳以降の雇用確保の取り組みを柱と

し、これらの要求の実現にむけ取り組むこととします。 

 闘いを進めるにあたっては、サービス連合で定義し

た賃金改善に係る用語について理解をさらに深め、加

盟組合と取り組み方針の共有化をはかります。また、

賃金の基礎知識の習得や最低保障賃金の意義の理解を
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深めるとともに、定昇制度など賃金制度が明確でない

組合は、早期に賃金制度構築にむけた議論に取り組め

るよう「2017春季生活闘争賃金要求マニュアル」を発

行するとともに、中期的賃金目標達成にむけ「35歳年

収 550万円への指標2017春季生活闘争版」を発行し、

加盟組合の取り組みの一助となるようその活用促進に

むけた周知につとめます。また、賃金制度が未整備な

加盟組合に対しては、要求作成段階から支援を行うこ

ととします。 

更には、交渉状況を効果的に波及できる体制を構築

し、サービス連合と加盟組合の連携を強化するととも

に、総合労使協議体制の確立にむけた考え方を改めて

共有し各加盟組合の組織強化をはかり要求の実現にむ

け一体となって取り組むこととします。 

 

Ⅱ．2017春季生活闘争要求基準 
１．正規労働者の賃金改善、一時金要求 

2017春季生活闘争は、2014春季生活闘争から踏み出

した歩みを引き続き進め、一人ひとりが働きがいと生

きがいを持ち安心して働き続けることができる環境整

備とサービス・ツーリズム産業を支える人財を確保す

るため、中期的な賃金目標である「35歳年収 550万円」

の実現にむけ取り組むこととします。取り組みにあ

たっては、年収改善とりわけ生活の基礎である月例賃

金の引き上げにこだわる闘争を進めていくこととしま

す。 

 (1) 賃金改善 

すべての加盟組合は、賃金カーブを維持したうえで、

0.5％以上の実質的な賃金改善に取り組むこととし、月

例賃金の引き上げに取り組むこととします。「指標」や

「賃金水準の実態」（※１）を基に中期計画を策定し、

中期的な賃金目標「35歳年収 550万円」の実現のため、

着実な賃金水準の引き上げに取り組むこととします。

取り組みにあたっては、賃金制度を整え、賃金実態の

把握、賃金カーブ維持分の労使確認など事前の準備を

行ったうえで交渉に臨むこととします。 

定昇制度が無い組合や定昇見合分の算出が困難な組

合、賃金制度が未整備な組合は、人事・賃金制度の確

立を視野に入れ、労使での協議を進めることとします。

そのうえで賃金カーブ維持分の確保を目指すこととし

ますが、当面はその実態から、業種ごとに定める賃金

カーブ維持分参考値（※２）を基本に、0.5％以上の実

質的な賃金改善に取り組むこととします。また、賃金

水準の引き上げにも有用である、最低保障賃金の締結

や企業内最低保障賃金の引き上げなどにも取り組むこ

ととします。 

観光・航空貨物業の加盟組合は、これまでの取り組

みの経緯を踏まえ、月例賃金の最低到達目標額を22歳

で172,000円程度、35歳で300,000円程度を補足基準と

して定めます。 

（※１）賃金水準の実態 

○ホテル・レジャー業 

 【22歳】 【35歳】 

加重平均 174,325円 250,617円 

モデル賃金 164,351円 252,134円 

 (43組合平均) (44組合平均) 

年収試算 263万円程度 375万円程度 

○観光・航空貨物業 

 【22歳】 【35歳】 

加重平均 204,122円 342,952円 

モデル賃金 201,042円 339,547円 

 (50組合平均) (49組合平均) 

年収試算 283万円程度 545万円程度 

 

○中労委モデル 213,700円 397,500円 

○年収試算（中労委） 344万円程度 671万円程度 

 (一時金は高卒支給額

で試算) 
 

注）年収については当年度加重平均の12ヵ月分に賃金実

態調査による2016年度夏期一時金年齢別平均支給

額・2015年度冬期一時金平均支給額を加算して試算。 

中労委モデルは2015年度実績を記載。 

（※２）賃金カーブ維持分参考値 

ホテル・レジャー業（5,020円） 

：ホテル・レジャー委員会構成組合の18歳制度～35歳実

在者の基本給賃金の単純平均。 

観光・航空貨物業 （5,359円） 

：観光・航空貨物委員会構成組合の2016春季生活闘争の

妥結実績。 

 

(2) 一時金 

年収水準の向上に取り組むためにも、すべての加盟

組合が、前年同年齢者の一時金支給水準の確保に取り

組んだうえで、「35歳年収 550万円」の実現のため「指

標」を活用し主体的に水準向上に取り組むこととしま

す。「指標」を活用しない加盟組合の年間支給月数は

４ヵ月相当とし、既に年間４ヵ月を確保している加盟

組合は、前年実績以上を要求することとします。 

業績連動一時金を導入している加盟組合は、固定支

給部分への配分拡大を行うこととします。 

上記に加え、「指標」を活用しない観光・航空貨物業

の加盟組合の補足基準として要求基準を4.0ヵ月、到達

目標水準を5.5ヵ月以上とします。 

 

２．契約社員やパートタイマー等の待遇改善   

契約社員やパートタイマー等の待遇改善については、

雇用の維持・確保を前提に、正規労働者同様に月例賃

金の引き上げにむけ積極的に取り組むこととします。

また、要求基準をもとに安心して働き続けることが出

来る環境整備に取り組むこととします。 

(1) 賃金改善 

賃金改善については、以下の要求基準とします。ま

た、賃金水準の引き上げには、最低保障賃金の締結や

引き上げなどの取り組みも有用であることから、加え

て取り組むこととします。 

①月例給労働者については、サービス連合の契約社員

の賃金実態を基に算出された、年齢間間差を2,600

円と試算し、0.5％以上の実質的な賃金改善分を加え

た3,500円以上の賃金改善を行うこととします。 

【2016年度契約社員賃金実態調査結果】 

調査協力者数 3,875名 

50歳以上のデータを除く平均値 

勤続年数4.29年 入社時年齢28.47歳 
2016年調査の21歳から35歳までの平均間差（2,512円・1.41％） 

過去３年間の21歳から35歳までの平均間差（2,572円・1.40％） 
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②時間給労働者については、サービス連合の時間給労

働者の賃金実態や、法定地域別最低賃金の引き上げ

額と連合の要求などを総合的に判断し、26円以上の

賃金改善に取り組むこととします。 

【2016年度時間給労働者実態調査結果】 

調査協力者数 1,258名 時間給平均1,098円 

(2) 均等・均衡待遇の実現 

①不条理な労働条件の是正 

1)慶弔休暇を正社員と同様の基準で全員に付与する。 

2)通勤手当を正社員と同水準で全員に支給する。 

  3)正社員と同様の時間外割増率を全員に適用する。 

  4)食堂やロッカー等の福利厚生施設について全員が

利用可能とする。 

5)安全管理に関わる災害時の備品等について全員が

利用可能とする。 

上記以外にも、有期契約労働者の労働条件全般を点

検し、労働条件を相違させることが合理的でないと

判断される労働条件について是正する。 

②正社員との整合性が確保された人事・賃金制度の導 

 入 

一時金の支給や昇給ルール策定などに取り組み、

正社員との整合性が確保された人事・賃金制度の導

入をはかる。 

(3) 無期労働契約への転換 

平成25年４月から労働契約法の改正が施行され平成

30年４月以降に無期転換申込権が発生することから雇

止めに対する不安を解消し、安心して働き続けること

ができる環境を整備するため、以下のとおり無期労働

契約への転換がはかれる取り組みを行うこととします。 

①正規労働者への登用機会を設定する。 

②通算５年を超える有期契約労働者の無期労働契約へ

の転換について労働協約および就業規則で早期に定

める。 

③無期転換後の労働条件について、転換前から引き上

げるようつとめる。 

④無期転換の申し込み権が発生する要件と行使期間に

ついて、毎回の契約更新時に書面で明示する。 

⑤無期転換の申し込みは書面にて行うこととする。 

 

３．最低保障賃金 

最低保障賃金については、魅力ある産業の実現にむ

け、産業全体の労働条件の底支えやこの産業で働くす

べての労働者への波及を目指すこととします。取り組

みにあたり「2017春季生活闘争賃金要求取り組みマ

ニュアル」などを参考に、契約社員やパートタイマー

等の賃金水準の引き上げにつながるなどその有用性や

必要性について更に認識を深め、すべての加盟組合で

要求することを徹底します。要求基準は以下のとおり

ですが、基準内で合意できない場合は、中央・地連闘

争委員会と相談・調整のうえステップを踏んだ取り組

みも可能とします。 

(1) 産業別最低保障賃金 

産業別最低保障賃金の協定化は、この産業で働くす

べての従業員に適用させることにより、産業全体の労

働条件の底支えに寄与し、産業全体の処遇改善につな

がる重要な取り組みです。 

すべての加盟組合は、雇用形態を問わず産業内のす

べての労働者が最低限に生活できるとともに、安心し

て働ける環境と労働者自らがさまざまなサービスを経

験し職場に活用できる人財への投資要素を反映した水

準として、法定地域別最低賃金に10％を上乗せした額

で設定した産業別最低保障賃金を要求することとし、

締結にむけて取り組むこととします。対象者は契約社

員やパートタイマー等の待遇改善にも繋がることから

雇用形態を問わずすべての従業員とします。各加盟組

合は、取り組み趣旨を理解したうえで積極的に取り組

み協定化を目指します。取り組みにあたっては、研修

が主たる目的である場合（インターンや外国人研修生

など）は適用除外とする特例も可能とします。また、

年金受給者および高年齢雇用継続給付受給者について

は、年金月額支給額および高年齢雇用継続基本給付金

との合算額での適用を可能とします。 

 今後も、サービス連合としてすべての従業員を対象

に、産業横断的に最低保障賃金を規制する法定の特定

（産業別）最低保障賃金の可能性を引き続き検討して

いきます。 

 

 

2017年度 最低保障賃金要求基準 

（月額は観光・航空貨物業基準） 

対 象 都 道 府 県 
時 間 額 

月   額 

東京 
１，０２６円 

１６９，３００円 

神奈川 
１，０２３円 

１６８，８００円 

大阪 
９７２円 

１６０，４００円 

埼玉・愛知 
９３０円 

１５３，５００円 

千葉 
９２７円 

１５３，０００円 

京都 
９１５円 

１５１，０００円 

兵庫 
９０１円 

１４８，７００円 

静岡 
８８８円 

１４６，６００円 

三重 
８７５円 

１４４，４００円 

広島 
８７３円 

１４４，１００円 

滋賀 
８６７円 

１４３，１００円 

北海道 
８６５円 

１４２，８００円 

岐阜 
８５４円 

１４１，０００円 

栃木 
８５３円 

１４０，８００円 

茨城 
８４９円 

１４０，１００円 

富山・長野 
８４７円 

１３９，８００円 

福岡 
８４２円 

１３９，０００円 

奈良 
８３９円 

１３８，５００円 

群馬・山梨 
８３５円 

１３７，８００円 

岡山・石川 
８３３円 

１３７，５００円 

福井 
８３０円 

１３７，０００円 
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新潟・和歌山・山口 
８２９円 

１３６，８００円 

宮城 
８２３円 

１３５，８００円 

香川 
８１７円 

１３４，９００円 

福島 
７９９円 

１３１，９００円 

島根 
７９０円 

１３０，４００円 

山形・愛媛 
７８９円 

１３０，２００円 

青森・岩手・秋田・徳島 
７８８円 

１３０，１００円 

鳥取・高知・佐賀・長崎・ 

熊本・大分・鹿児島 

７８７円 

１２９，９００円 

宮崎・沖縄 
７８６円 

１２９，７００円 

 

各業種別の補足基準を以下のとおりとします。 

ホテル・レジャー業の加盟組合は、すべての加盟組

合で要求基準での協定化を目指して要求することを徹

底します。ただし、当面はその実態から、最低保障賃

金の必要性について労使で理解を深めるとともに企業

内の最低賃金水準への引き上げ要求や、対象者を絞り

込んだ協定化に取り組むことも可能とします。 

観光・航空貨物業の加盟組合については、当面はそ

の実態から、各加盟組合が対企業交渉による企業内最

低保障賃金としての協定化を進めることとします。月

額については上記を基本にしつつ、時間額との整合を

はかる必要がある組合については、それを可能としま

す。 

 (2) ポイント年齢別最低保障賃金 

賃金制度の多様化が進むなかで産業内の賃金水準の

底支えとするため賃金の基本部分を対象とし自然年齢

別の全国統一最低基準として協定化に取り組むことと

します。要求基準については、18歳・20歳・22歳につ

いては加盟組合の初任給水準、26歳からはサービス連

合賃金実態調査に基づく基本給の全国平均より導くこ

ととします。各加盟組合は、取り組み趣旨を理解した

うえで、積極的に取り組むこととします。一時的・臨

時的に雇用するものではなく、有期または期間の定め

のない雇用を前提とする基幹従業員を対象とします。

有期雇用の従業員については、契約期間・更新時期・

賃金規定を就業規則に明記した雇用関係の従業員を適

用の範囲とします。適用対象範囲の拡大については各

加盟組合が主体的に取り組むこととしますが、当面の

間は26歳までの適用を可能とします。 

   短時間勤務などにおける算出については次式を基本

とします。 
【ポイント年齢別最低保障賃金×（１日あたりの所定労働時間－１日あ

たりの短縮時間数）／１日あたりの所定労働時間）】 

取り組みにあたっては、年金受給者および高年齢雇用

継続給付受給者については、年金月額支給額および高年

齢雇用継続基本給付金との合算額での適用を可能としま

す。 

 

 

 

 

 

2017年度 ポイント年齢別最低保障賃金要求基準 

年 齢 月  額 年 齢 月  額 

１８歳 １３２，０００円 ２６歳 １４２，０００円 

２０歳 １３５，５００円 ３０歳 １６２，５００円 

２２歳 １３９，０００円 ３５歳 １７２，０００円 

 

観光・航空貨物業の加盟組合は、基幹従業員の最低保障

賃金として、産業全体の賃金水準を底支えするために引き

続き取り組むこととし、従来からの取り組みとの関係につ

いて整理を行ったポイント年齢別最低保障賃金の考え方

(第10回定期大会確認)に基づき、26歳・30歳・35歳を以下

のとおり設定します。40歳以上の設定が必要な加盟組合は、

35歳の額を下回らないことを基準に加盟組合の判断で要求

することとします。 

年 齢 月   額 対基本給加重 

２６歳 １５０，５００円 ６７．３３％ 

３０歳 １７４，０００円 ６７．４７％ 

３５歳 ２１０，０００円 ６８．４４％ 

注）産業別最低保障賃金を下回らないものとする。 

 

４．同時要求 

(1) 総実労働時間短縮にむけて 

年間総実労働時間1800時間の実現にむけた第３期アク

ションプランに基づきすべての加盟組合が目標達成にむ

け主体的に取り組み、第４期アクションプランにつなげ

てゆくこととします。 

①年間所定内労働時間が2000時間超の加盟組合 

（第３期アクションプラン：グループＤ） 

・年間所定内労働時間の短縮にむけて、１日の所定内労

働時間の短縮および休日数の拡大（年間休日数104日以

上の確保）に取り組みます。 

・並行して年間総実労働時間の短縮にむけ以下の取り組

みを参考に、取り組むこととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定外労働時間の削減にむけた取り組み 

すべての組合員の時間外労働を１ヵ月45時間以下に 

することを目指す。また、加重労働判定基準となる 

１ヵ月100時間または２ヵ月160時間を超える時間外 

労働の根絶を目指す。 

休日労働日数の削減。 

○年次有給休暇取得日数の拡大にむけた取り組み 

一人当たり平均取得日数10日以上を目指す。また、 

取得日数５日未満の組合員をなくす。 

年次有給休暇の付与日数を、法定以上の付与を目指す。  

○その他の取り組み 

 管理職を除く労働者の労働時間を把握する。 

 36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定し 

ていないか等） 

②年間総実労働時間が算定できない組合 

（第３期アクションプラン：グループＥ） 

・労使委員会を設置し実態を把握することに優先的に取

り組むこととし、本部でも該当組合への支援を行いま

す。 

・年間休日数104日の確保および１日の所定労働時間の短
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縮などによる年間所定労働時間の短縮に優先的に取り

組むこととします。 

・並行して年間総実労働時間の短縮にむけ以下の取り組

みを参考に取り組むこととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定内労働時間の短縮にむけた取り組み 

１日の所定内労働時間の短縮。 年間休日数の拡大。 

○年間所定外労働時間の短縮にむけた取り組み 

時間外労働時間の短縮。  休日労働日数の削減。 

○年次有給休暇の取得拡大にむけた取り組み 

○その他の取り組み 

36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定し 

ていないかなど） 

労働環境の整備。（職場内の協力体制など） 

③年間総実労働時間が2000時間超の組合 

（第３期アクションプラン：グループＣ） 

・年間総実労働時間が2000時間以内の達成にむけ以下の

取り組みを参考に、取り組むこととします。 

・2015年度総実労働時間が、2010年比△50時間を達成し

ていない加盟組合は、年間10時間以上の短縮に取り組む

こととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定内労働時間の短縮にむけた取り組み 

１日の所定内労働時間数の短縮。(７時間45分以内 

が基本) 

年間休日数の拡大。 

○年間所定外労働時間の削減にむけた取り組み 

 すべての組合員の時間外労働を1ヵ月45時間以下に 

することを基本とし、加重労働の可能性が高まる1ヵ 

月80時間を超える労働を根絶するとともに年間時間 

外労働数360時間以下にする。 

休日労働日数の削減。 

時間外などの割増率を、法定割増率以上を目指す。 

特に１ヵ月45時間を超える割増率の拡大を目指す。 

○年次有給休暇取得日数の拡大にむけた取り組み 

一人当たり平均取得日数12日以上を目指す。また、 

取得日数６日未満の組合員をなくす。 

年次有給休暇の付与日数を、法定以上の付与を目指す。  

○その他の取り組み 

 管理職を除く労働者の労働時間を把握する。 

 36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定し 

ていないかなど） 

④年間総実労働時間が1900時間超の組合 

（第３期アクションプラン：グループＢ） 

・年間総実労働時間が1900時間以内の達成にむけ以下の

取り組みを参考に、取り組むこととします。 

・2015年度総実労働時間が、2010年比△50時間を達成し

ていない加盟組合は、年間10時間以上の短縮に取り組

むこととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定内労働時間の短縮にむけた取り組み 

１日の所定内労働時間数の短縮を目指す。（７時間 

45分以内が基本） 

年間休日数の拡大を目指す。 

○年間所定外労働時間の削減にむけた取り組み 

 すべての組合員の時間外労働を1ヵ月45時間以下に 

することを基本とし、年間時間外労働数240時間以下 

を目指す。 

休日労働日数の削減。 

 時間外などの割増率を、サービス連合諸基準の最低基

準達成を目指す。 

○年次有給休暇取得日数の拡大にむけた取り組み 

一人当たり平均取得日数12日以上を目指す。また、 

取得日数６日未満の組合員をなくす。 

○年次有給休暇の付与日数を、法定以上の付与を目指す。 

○その他の取り組み 

 管理職を除く労働者の労働時間数の把握を目指す。

（未組織の契約社員・パートタイマーにも取り組む） 

 時間外労働削減にむけて業務改善に取り組む。 

 36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定して

いないかなど） 

⑤年間総実労働時間が1800時間超の組合 

（第３期アクションプラン：グループＡ） 

・年間総実労働時間が1800時間以内の達成にむけ、以下

の取り組みを参考に取り組むこととします。 

・2015年度総実労働時間が、2010年比△50時間を達成し

ていない加盟組合は、年間10時間以上の短縮に取り組

むこととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定内労働時間の短縮にむけた取り組み 

１日の所定内労働時間数の短縮を目指す。（７時間 

30分以内が基本） 

年間休日数の拡大を目指す。 

年間所定内労働時間1800時間以内を目指す。 

○年間所定外労働時間の削減にむけた取り組み 

 すべての組合員の時間外労働を1ヵ月45時間以下に 

することを基本とし、年間時間外労働数120時間以下 

にする。 休日労働日数の削減。 

 時間外などの割増率を、サービス連合諸基準の最低 

基準達成を目指す。 

○年次有給休暇取得日数の拡大にむけた取り組み 

一人当たり平均取得日数15日以上を目指す。また、 

取得日数8日未満の組合員をなくす。 

年次有給休暇の付与日数を、15日以上の付与を目指す。 

○その他の取り組み 

 管理職を含むすべての労働者の労働時間数の把握を 

目指す。 

 時間外労働加重にならないように、要員協定の締結 

を目指す。 

 36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定して

いないかなど） 

⑥年間総実労働時間が1800時間以内の組合 

（第３期アクションプラン：達成組合） 

・年間総実労働時間が1800時間維持とさらなる短縮にむ

け、以下の取り組みを参考に取り組むこととします。 

参考：第３期アクションプラン 

○年間所定内労働時間の短縮に向けた取り組み 

１日の所定内労働時間数の短縮を目指す。（７時間 

30分以内が基本） 

年間休日数の拡大を目指す。年間所定内労働時間 

1800時間以内を目指す。 

○年間所定外労働時間の削減にむけた取り組み 
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 すべての組合員の時間外労働を1ヵ月45時間以下に 

することを基本とし、年間時間外労働数120時間以下 

にする。 休日労働日数の削減。 

時間外などの割増率を、サービス連合諸基準の到達 

基準達成を目指す。 

○年次有給休暇取得日数の拡大にむけた取り組み 

一人当たり平均取得日数15日以上を目指す。また、 

取得日数8日未満の組合員をなくす。 

年次有給休暇の付与日数を、15日以上の付与を目指す。 

○その他の取り組み 

 管理職を含むすべての労働者の労働時間の把握を目指

す。 

 時間外労働加重にならないように、要員協定の締結を

目指す。 

 36協定の適正な締結・運用の点検に取り組む。 

（36条協定違反はないか、必要以上の長時間で協定して

いないかなど） 

 

(2) 両立支援・男女平等社会の実現 

2017春季生活闘争においては、2014春季生活闘争で改

訂した「両立支援・男女平等社会の実現にむけた統一対

応」について、引き続き統一対応の達成にむけ、以下の

重点項目を定めて取り組むこととします。 

①小学校就学前までの育児に伴う短時間勤務制度の確立 

育児に伴う短時間勤務制度は、保育園や幼稚園の送

迎への対応がはかれるなど、働きながら育児をするこ

とを容易にするために有用な制度です。育児介護休業

法では３歳未満の短時間勤務制度について定められま

したが、サービス連合では、法律を上回る小学校就学

前までまたはそれ以上の年齢までの短時間勤務制度を

確立している加盟組合が増加しています。産業全体の

底上げをはかるため、すべての加盟組合が小学校就学

前までの短時間勤務制度の確立ができるよう、重点項

目として取り組むこととします。 

②子の看護休暇および介護休暇の有給化 

子の看護休暇および介護休暇は、子どもの病気など

緊急を要する場合や介護による日常的な通院に対応す

ることができ育児や介護を担っている労働者の負担を

軽減するために有用な休暇制度です。サービス連合で

は、統一対応として、有給で対応することとしていま

すが、多くの加盟組合では無給での対応となっており、

年次有給休暇を優先的に利用していることが想定され

ます。そこで、法律で定められた趣旨のとおりこれら

の休暇の利用を促進できる環境整備をはかるため、統

一対応として子の看護休暇および介護休暇制度の有給

化を重点項目として取り組むこととします。 

③その他 

各加盟組合が「男女平等参画推進計画」で定めた具

体的な取り組み項目に、重点的に取り組むこととしま

す。また、職場における男女平等の実現にむけて、職

場における男女平等と男女間の賃金格差や女性の職業

生活における活躍の推進（女性活躍推進法）の定着・

点検などにも取り組むこととします。 

(3) 60歳以降の雇用の確保に関する基準 

高年齢者雇用安定法の経過措置の利用によって、希

望者全員が65歳まで就労が可能となっていない加盟組

合が多いことから、希望者全員が65歳まで就労が可能

となる制度の確立にむけ取り組むこととします。 

(4) その他 

その他の労働条件の向上に関する要求にあたっては、

諸基準などを活用し、取り組むこととします。なお、

労働基準法など法律の改正が検討されているものや、

改正育児・介護休業法など施行されているものについ

ては、それらの動向に注視しながら、必要に応じて対

応することとします。 

 

Ⅲ．政策制度実現にむけた取り組み 

産業政策課題における対応については、この期間での

取り組みが有効であることから、以下を行うこととしま

す。 

（1）2017春季生活闘争期間をつうじて行政や業界団体に

申し入れを行い、課題の解決や制度の実現を求める

こととします。また、2017年２月８日に開催する第

２回観光政策フォーラムの実施をつうじ、「観光立

国実現に向けた提言」の実現にむけた取り組みの一

助とします。 

（2）連合が掲げる2017春季生活闘争における政策制度要

求の実現を目指し、各種集会や諸行動に積極的に参

加するなど引き続き取り組むこととします。 

 

Ⅳ．2017春季生活闘争に関連した取り組み 

１. 雇用の安定的な維持・確保にむけて 

人財の確保を重視したうえで、情勢をみながら「雇

用の安定的な維持・確保にむけた統一対応」をもとに、

提起することとします。 

 

２. 組織強化・組織拡大への取り組み 

組合員の声を反映した要求を行うには、組織基盤の

確立が必要となります。そのためにも組合員の範囲拡

大に伴う企業内の組織拡大を重要課題とし、サービス

連合と加盟組合が一体となり取り組みを進めていくこ

ととします。具体的には、サービス連合と加盟組合が

組織拡大の取り組み方針や手法を協議のうえ、非組合

員へのオルグやアンケートの実施などの活動や会社へ

の要求案の策定など、着実に組織化にむけた活動を展

開することとします。 

 

Ⅴ．2017春季生活闘争の取り組み体制について 

１. 取り組み体制 

2017春季生活闘争の取り組み体制は以下のとおりと

します。 

(1) 闘争委員会の設置 

①サービス連合中央執行委員によって構成する中央闘

争委員会を設置します。中央闘争委員会は、全加盟

組合の闘争状況の把握および必要に応じた支援と情

報発信を行います。 

②中央闘争委員会を補完するため、各地連執行委員に

よって構成する地連闘争委員会を設置します。地連

闘争委員会は、各地連内の情報把握および加盟組合

への支援と中央闘争委員会への報告を行うこととし

ます。 

(2) 各加盟組合への支援活動 

中央闘争委員会および各地連闘争委員会は、加盟組

合の総合労使協議体制の確立を促すとともに、加盟組

合と相互連絡を密にして交渉の進捗状況を把握し、必

要に応じた支援を行います。各加盟組合への具体的な



 

 ７  

支援活動は各闘争委員会が行うこととします。 

賃金の基礎知識の習得や最低保障賃金への積極的な

取り組みを求めるとともに、定昇制度など賃金制度が

明確でない組合に対し、早期に賃金制度構築にむけた

議論に取り組めるよう賃金制度などへの理解を深める

取り組みを推進することとします。具体的には、「2017

春季生活闘争賃金マニュアル」や中期的賃金目標達成

にむけ「35歳年収 550万円への指標2017春季生活闘争

版」を発行し、加盟組合の取り組みの一助となるよう

その活用促進にむけた周知につとめます。 

また、加盟組合に対して賃金制度構築や「指標」を

活用した要求作成など早期の段階から積極的に支援を

行うこととします。加えて、労働条件を比較するため

「賃金実態調査」を発行し、活用促進にむけ周知につ

とめます。同時要求などの要求検討にあたっては「諸

基準集」の活用を促すこととします。 

定時通信については共闘による波及効果を目指すと

ともに情報管理に注意しながら、加盟組合相互の情報

共有と一体感ある取り組み強化のため、行うこととし

ます。 

(3) 情報管理 

加盟組合の交渉状況の把握（窓口機能）は、本部副

事務局長および各地連事務局長を中心に行います。ま

た、「回答・妥結情報」の集計と「関連データ」の集

約は政策局が行います。 

①サービス連合による情報発信 

「2017春季生活闘争要求・回答・情報」を、本部政

策局から、各地連および中央闘争委員会担当組合に

送信します。地連闘争委員会担当組合へは、各地連

から加盟組合に送信することとします。 

また、事前確認したうえで外部メディア（新聞社、

出版社など）への情報提供を行い、記事として掲載

依頼を行います。 

②加盟組合の回答・妥結・交渉スケジュールなどに関

する情報連絡 

地連闘争委員会担当組合は各地連事務局長へ連絡

し、地連事務局長が情報を集約して本部政策局へ連

絡することとします。中央闘争委員会担当組合は、

本部副事務局長へ連絡することとします。 

③加盟組合からの調査報告 

各加盟組合は、｢2017春季生活闘争要求内容関連数

値調査票｣および｢2017春季生活闘争合意調査票｣に

必要事項を記入し、それぞれの期限までに本部政策

局に提出をすることとします。  

(4) 相場形成と波及力強化 

合同業種別委員会を活用し、相場形成と波及力の

ある主要組合間で相互に要求内容や合意にむけた交

渉について確認できるよう強化をはかることとしま

す。また、行政や業界団体に対し、サービス連合2017

春季生活闘争方針について説明を行うこととします。 

(5) その他 

闘争委員会設置以降のサービス連合全体の闘争体

制は、本部事務局が統括します。闘争方針について情

勢に対処するために補強やスケジュール調整の必要

性が生じた場合は、適宜開催する四役・事務局会議や

業種別委員会で協議します。また、前記のほか細部に

わたる取り組み体制については、その都度本部（中央

闘争委員会）・各地連（地連闘争委員会）との間で協

議していくこととします。 

 

２. 交渉スケジュール 

(1) 要求書の提出 

要求書は原則として２月末日までに提出することと

します。ただし、要求書を２月末日までに提出が困難

な場合は、闘争委員会と調整をはかり、遅くとも３月

上旬までには提出することとします。 

要求書はサービス連合会長との連名で提出すること

とします。 

各加盟組合は、提出した要求書の控えを、中央闘争

委員会担当組合は本部（中央闘争委員会）に、各地連

闘争委員会担当組合は地連（地連闘争委員会）に１部

送付することとします。 

(2) 集中交渉期間 

早期決着を目指すため集中交渉期間を設定します。 

集中交渉期間は、３月13日（月）から３月17日（金）

とします。 

(3) 妥結 

各加盟組合は３月末日までの決着を目指すこととし

ます。 

  

３. 連合との共闘体制 

「共闘連絡会議」については、可能な範囲で情報開

示を行い、参加することとします。 

連合が主催する「2017春季生活闘争開始宣言中央総

決起集会」、「2017春季生活闘争政策制度要求実現中央

集会」をはじめ関連する諸行動に参加します。 

各地連は、地方連合が主催する2017春季生活闘争関

連の諸行動に、可能な限り参加することとします。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《第16回中央委員会開催案内》 

・日   時：2017年１月18日（水）10:00開会 

・会   場：連合会館 

・登録締切日：2017年１月４日（水） 

・詳細についてはＨＰにアップしています。 
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用語の定義について 

 

 

 

 

 

 

(1)賃金改善    賃金制度維持も含めたすべての月例賃金の改善に係るもののことの総称。 

(2)賃金制度維持  定期昇給を実施することや、賃金制度で定められた成果給等の改訂を行うこと。 

①定期昇給  賃金表（タリフ）に基づき、資格や等級が同じ一年上の先輩がもらった額に追いつくために必要な賃

金を上昇させること。（賃金表上の移動） 

 

 

 

 

 

 

 

②賃金制度で定められた成果給等の改訂 

成果主義制度を導入している場合で、制度どおりに成果給（能力給・役割給・調整給・業績給・役割成果給・職

能手当・職務遂行給・年齢勤続給など）の改訂を実施すること。 

③定昇見合い（定昇相当）（＝賃金カーブの維持） 

賃金制度が未整備な場合や成果主義賃金を導入している場合で、１歳１年間差を埋める事の出来る昇給原資を確

保し、前年同年齢者、同資格者の得ていた賃金を業績の好不調に関わらず維持し、賃金カーブを維持すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)実質的な賃金改善  ベースアップや、賃金カーブを維持したうえで賃金制度で定められた改訂以上に賃金を引き上げ

ること。 

①ベースアップ  賃金表を書き換えることで、個別賃金水準を引き上げること。 

 

 

 

 

 

 

 

②賃金カーブを維持したうえで賃金制度上で定められた改訂以上に賃金を引き上げること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


